
条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
七
月
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
五
十
五
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
」

に
改
め
、
同
項
第
五
十
六
号
中
「
第
八
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
第
六
十
九
号
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
、

同
項
第
七
十
号
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
第
百
九
号
中
「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
」

を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
又
は
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
認
定
」
に
、
「
長
期

優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
等
認
定
申
請
手

数
料
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈠
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈢
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈣
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈤
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

㈢ 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
万
三
千
円 

 
 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
万
五
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
万
二
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
万
八
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
万
八
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
七
万
三
千
円 

 



別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈥
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈦
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
イ
⑵
㈧
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈠
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈢
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈣
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈤
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈥
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈦
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
九
号
ロ
⑵
㈧
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
十
万
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
四
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
三
十
万
六
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
九
万
九
千
円 

 

 
(ハ ) 
建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
八
万
六
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

百
六
万
八
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
八
十
三
万
二
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
百
三
十
八
万
四
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
十
五
万
千
円 

 

㈢ 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

八
万
五
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
百
八
十
三
万
二
千
円 

 



  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
中
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
変
更
」
を
「
長
期

優
良
住
宅
建
築
等
計
画
又
は
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
変
更
」
に
、
「
長
期
優
良
住
宅

建
築
等
計
画
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
等
変
更
認
定
申
請
手

数
料
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈠
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈢
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈣
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈤
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈥
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈦
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
イ
⑵
㈧
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑴
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
百
九
十
一
万
九
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
二
万
五
千
五
百
円 

 

㈢ 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
千
五
百
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
万
二
千
五
百
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
万
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
万
九
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
九
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八
万
六
千
五
百
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
九
万
三
千
円 

 



  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈠
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈡
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈢
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈣
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈤
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈥
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈦
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
百
十
一
号
ロ
⑵
㈧
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

  

 
 

別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
五
条
第
六
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、

同
項
第
十
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。 

（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
埼

玉
県
条
例
第
五
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

㈢ 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
万
二
千
五
百
円 

 

 
(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
万
七
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
五
万
三
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
十
九
万
九
千
五
百
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
三
万
四
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九
十
一
万
六
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
六
十
九
万
二
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
四
十
一
万
六
千
円 

 

 

(ハ ) 

建
築
を
伴
わ
な
い
場
合 

 
 

 
 

 
 

 

二
百
九
十
五
万
九
千
五
百
円 

 



 
 

附
則
第
三
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
埼
玉
県
手
数
料

条
例
別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
五
十
五
号
、
第
五
十
六
号
、
第
六
十
九
号
及
び
第
七
十
号
の
改

正
規
定
並
び
に
同
表
教
育
委
員
会
の
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
四

号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
か
ら
第
十

八
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
改
正
規
定
並
び
に
次
項
中
埼
玉
県
証
紙
条
例
別
表
埼
玉
県

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
第
三
百
九
十
八
号
か
ら
第
四
百
三
号

ま
で
を
削
り
、
同
項
第
四
百
四
号
を
同
項
第
三
百
九
十
八
号
と
し
、
同
項
第
四
百
五
号
か
ら
第

四
百
十
二
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は

令
和
五
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

２ 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
第
三
百
七
十
七
号
中

「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
認
定
申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
等
認
定

申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項
第
三
百
七
十
九
号
中
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
変
更
認
定

申
請
手
数
料
」
を
「
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
等
変
更
認
定
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
項

第
三
百
九
十
八
号
か
ら
第
四
百
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
四
百
四
号
を
同
項
第
三
百
九
十
八

号
と
し
、
同
項
第
四
百
五
号
か
ら
第
四
百
十
二
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 


